
 

 

津市告示第８０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように市道路線の供用を開始する。 

 その関係図面は、津市建設部用地・地籍調査推進課において、告示の日から

２週間一般の縦覧に供する。 

  令和８年４月１日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸  

 

整理番号 路線名 供用開始の区間 
供用開始 

年 月 日 

４３８２ 
桜田町第１３

号線 

津市桜田町２０番２６地先から 

津市桜田町２０番２４地先まで 

令和８年 

４月１日 

２６２６ 野村７８号線 
津市久居野村町字八丁７７６番４地先から 

津市久居野村町字八丁７６９番１１地先まで 

令和８年 

４月１日 

２６２７ 
東鷹跡２２号 

線 

津市久居東鷹跡町２７９番３地先から 

津市久居東鷹跡町２７９番９地先まで 

令和８年 

４月１日 

２６２８ 本町３号線 
津市久居本町１５８２番８地先から 

津市久居本町１５８２番７地先まで 

令和８年 

４月１日 

２６２９ 
川方里中２８

号線 

津市川方町字里ノ内４２２番２４地先から 

津市川方町字里ノ内４２２番２３地先まで 

令和８年 

４月１日 

７５５２ 
み の り ヶ 丘 

３２号線 

津市一志町みのりヶ丘１１５番４３１地先

から津市一志町みのりヶ丘１２６番１１０

地先まで 

令和８年 

４月１日 

２６６１ 
一身田平野 

第１５号線 

津市一身田平野字平野５０４番地先から 

津市一身田平野字北浦３３３番１地先まで 

令和８年 

４月１日 

２６６２ 
一身田平野 

第１６号線 

津市一身田平野字平野５３１番２地先から 

津市一身田平野字平野５０８番地先まで 

令和８年 

４月１日 



 

 

 

 

 

１２ 
新横山目細

線 

津市芸濃町椋本字殿町４３０地先から 

津市芸濃町椋本字横山６７８１番地先まで 

令和８年 

４月１日 

１０４０ 
内多清水ヶ

丘線 

津市安濃町太田字南１９８６－１地先から 

津市安濃町清水字北浦１３６７－１地先ま

で 

令和８年 

４月１日 
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津市告示第８１号 

 令和８年度津市一般廃棄物処理実施計画を定めたので、津市廃棄物の減量及

び処理等に関する条例（平成１８年津市条例第１４４号）第１０条第１項の規

定に基づき別紙のとおり告示する。  

  令和８年４月１日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

                                 

                                 



令和８年度津市一般廃棄物処理実施計画 

  
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び津市廃棄物の減量及び処理等に関す

る条例の規定に基づく、津市一般廃棄物処理実施計画を以下のとおり定める。 
  
１ 計画期間 
  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 
 
２ 計画区域 
  津市全域 
 
３ 排出量の見込み         〔ごみ（ｔ）、し尿・浄化槽汚泥（ｋｌ）〕 

 
家庭系ごみ 

事業系 

ごみ ごみ計 し尿 
浄化槽 

汚泥 
可燃 不燃 資源 可燃 

令和８年度 

計画 
40,454 2,985 21,498 25,863 90,800 10,000 92,000 

令和６年度 

実績 
52,484 2,303 13,248 24,871 92,906 10,326 92,012 

 
４ 各主体の役割 

⑴  市民の役割   
   市民は、ごみの排出者であることを自覚し、自らの行動とごみの減量化・

資源化、環境問題に関心を持ちます。 
また、不要なものは買わない、ものを大切に長く使うなど、ごみの発生抑

制に努めるとともに、自主的に３Ｒ行動を実践するなど、環境に優しいライ

フスタイルへの転換を図り、互いに連携しながら、ごみの減量・リサイクル・

まちの美化に係る活動等を行います。 
⑵  事業者の役割  

   事業者は、生産・流通・販売・排出の事業活動における全ての過程にお

いて、ごみの発生抑制や減量化、廃棄物系バイオマスとしての利用も含め

た処理に努めるなど、環境に配慮した取組を実践します。 
   環境負荷の少ないサービスの提供に取り組むとともに、市民が３Ｒ行動

を実践するために選択できる体制を整備し、情報の発信に努めます。 
   また、ごみの処理にあたっては、積極的に資源化に取り組むとともに、

やむを得ず発生するごみは自己の責任において、適正に処理を行います。 



⑶  市の役割   
市は、ごみゼロ社会に向け、市民・事業者のごみの減量化・資源化、環 

境問題への関心を高め、具体的な行動を推進するために、情報提供や環境

学習、普及啓発、行動等により３Ｒを推進します。 
 また、分別の周知徹底と収集方法の改善等に取り組むなど、ごみの発

生・排出抑制、資源の循環的利用の仕組みづくりを行います。 
 さらに、ごみの適正処理を行うことはもちろん、環境負荷の低減に配慮

し、経費とのバランスを考慮した最適な処理システムを目指します。 
⑷  市民・事業者・市の協働取組   

生産から流通、消費に至る過程において、市民・事業者・市がそれぞれ 
担うべき役割や責任を明確にし、環境へ配慮しながら、相互に理解を深め協

力して資源循環に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 分別の区分と処理方法 

分別区分 処理方法 
処理施設等 

一次処理 二次処理 

新聞 

資
源
系
ご
み 

リサイクル 売却  

雑誌・雑紙 

ダンボール 

飲料用紙パック 

衣類・布類 

ペットボトル 
選別・  

圧縮・梱包 
津市リサイクルセンター 

民間事業者

による資源

化 
容器包装 
プラスチック 
その他 
プラスチック 

リサイクル 民間事業者による資源化  

金属 破砕・選別 
津市リサイクルセンター 

売却 

びん 選別 
指定法人へ

引渡 
スプレー缶・卓上

カセットボンベ

等、使い捨てライ

ター、蛍光管、乾

電池、水銀式体温

計 

選別 津市リサイクルセンター 
処理委託又

は一部再資

源化等 

燃やせないごみ 

不
燃
系
ご
み 

破砕・選別 津市リサイクルセンター 最終処分場 

燃やせるごみ 

可
燃
系
ご
み 

焼却 
津市西部クリーンセンター 民間事業者

による資源

化 津市クリーンセンターおお

たか 
 
 



６ 排出方法と収集回数 
ごみの分別区分 ごみの出し方 収集回数 収集運搬主体 

新聞 

資
源
系
ご
み 

品目別に束ねて、ひもで

十文字に縛る 

月１回 市・委託業者 

雑誌・雑紙 月１回 市・委託業者 

ダンボール 月１回 市・委託業者 

飲料用紙パック 月１回 市・委託業者 

衣類・布類 

透明または半透明の袋 

月１回 市・委託業者 

ペットボトル 月２回 市・委託業者 

容器包装 
プラスチック 

週１回 
市・委託業者 

その他 
プラスチック 

透明または半透明の袋

（袋に入らない場合は

そのまま） 

月１回 市・委託業者 

金属 月２回 市・委託業者 

びん 透明または半透明の袋 月１回 市・委託業者 

スプレー缶・卓上カ

セットボンベ等、使

い捨てライター、蛍

光管、乾電池、水銀

式体温計 

透明または半透明の袋 ３ヶ月１回 市・委託業者 

燃やせないごみ 

不
燃
系
ご
み 

透明または半透明の袋

（袋に入らない場合は

そのまま） 
月２回 市・委託業者 

燃やせるごみ 

可
燃
系
ご
み 

透明または半透明の袋 週２回 市・委託業者 

    
※事業系一般廃棄物については、家庭系ごみに準じて分別し、事業者自らまた

は許可業者により収集運搬を行う。 
※死亡獣等は、死亡場所の管理者等が死亡獣等焼却処理場へ収集運搬し、市が

焼却処理する。 
 
 



７ エコ・ステーション 
  資源のリサイクルを図るため「エコ・ステーション」を設置する。 

施設名 搬入可能日時 搬入可能品目 

明神リサイクルス

トックヤード 

 
 
水曜日、土曜日、日曜日 
（12/29～1/3 を除く） 
午前８時３０分～ 
午後４時３０分 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボー

ル、飲料用紙パック、衣類・

布類、びん、ペットボトル、

小型電子機器、容器包装プラ

スチック、その他プラスチッ

ク、パソコン、金属（50ｃｍ

角以内のもの・自転車）、石・

砂・土、危険ごみ 

津市西部クリーン

センター 

月曜日～金曜日 
（12/31～1/3 を除く） 
午前８時３０分～正午、 
午後１時～午後４時３０分 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボー

ル、飲料用紙パック、衣類・

布類、ペットボトル、小型電

子機器、パソコン、羽毛布団

（ダウン率５０％以上のも

の） 

河芸エコ・ステー

ション 

火・木・土・日曜日 
12/29、12/30 
（12/31～1/3 を除く） 
午前８時３０分～ 
午後４時３０分 
（12/30 は正午まで） 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボー

ル、飲料用紙パック、衣類・

布類、ペットボトル、小型電

子機器、パソコン、石・砂・

土、危険ごみ 

香良洲エコ・ステ

ーション 

月・火・木～日曜日 
12/29、12/30 
（12/31～1/3 を除く） 
午前７時３０分～正午、 
午後１時３０分～ 
午後４時４５分 
（12/30 は正午まで） 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボー

ル、飲料用紙パック、衣類・

布類、ペットボトル、小型電

子機器、パソコン、石・砂・

土、危険ごみ 

芸濃エコ・ステー

ション 

 
水・日曜日 
12/29、12/30 

（12/31～1/3 を除く） 
午前９時～午後４時３０分 
（12/30 は正午まで） 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボー

ル、飲料用紙パック、衣類・

布類、ペットボトル、小型電

子機器、パソコン 
金属（50ｃｍ角以内のもの・

自転車）、石・砂・土、危険ご

み 



一志とことめエ

コ・ステーション 

 
土・日曜日、12/29、12/30 
（12/31～1/3 を除く） 
午前９時～午後４時３０分 
（12/30 は正午まで） 

新聞、雑誌・雑紙、ダンボー

ル、飲料用紙パック、衣類・

布類、ペットボトル、小型電

子機器、パソコン 
金属（50ｃｍ角以内のもの・

自転車）、石・砂・土、危険ご

み 
  
８ 処理施設の状況 
  可燃系ごみ処理施設 

施設名 処理方式等 処理能力 

津市西部クリーンセンター 全連続熱焼式 ２４０ｔ/２４時間 

津市クリーンセンターおお

たか 全連続熱焼式 １９５ｔ/２４時間 

  
 
  不燃系・資源系ごみ処理施設 

施設名 処理方式等 処理能力 

津市リサイクルセンター 

金属ごみ、燃やせないご

みの破砕、選別 
４２ｔ/日 

びんの選別、回収 ９ｔ/日 

ペットボトルの選別、回

収 
５ｔ/日 

容器包装プラスチックの

選別、回収 
２５ｔ/日 

密閉回転ハンマー式（廃

蛍光管） 
２ｔ/日 

強制拡散廃棄方式（廃ス

プレー缶） 
１ｔ/日 

可燃性粗大ごみの切断 ５ｔ/日 

津市一般廃棄物最終処分

場 
無放流 ３８㎥/日 

 



  し尿処理施設 

施設名 処理方式等 処理能力 

津市安芸・津衛生センタ

ー 
膜分離高負荷脱窒素処理

方式＋高度処理 
１８８ｋｌ/日 

津市クリーンセンターく

もず 
膜分離高負荷脱窒素処理

方式＋高度処理 
１４０ｋｌ/日 

※し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬は、区域指定された許可業者により行う。 
  



津市告示第８２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年安濃町告示第３３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和８年４月２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

村主区自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和８年３月２２日の定期総会において選任

され、同年４月１日からから就任することになったため。 



津市告示第８３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年芸濃町告示第１号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

令和８年４月３日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

萩野区自治会 

２ 変更に係る事項 

  規約に定める目的 

 変更前 

第１条の五 

公民館・運福寺・墓地・グランド等の維持管理 

第１条の六  
子供会・萩野消防団・スポーツクラブ等の育成と助成 

変更後 

第１条の五 

集会場・運福寺・墓地・グランド等の維持管理 

第１条の六  
萩野消防団・気楽サロン・スポーツクラブ等の育成と助成 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の規約の変更が、令和８年３月２２日の定期総会において

承認され、令和８年３月３１日に津市長が同変更を認可したため。 

 

 

 

 



津市告示第８４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き指定公金事務取扱者を指定し、手数料の徴収の事務を次のとおり委託したの

で、同条第２項の規定により告示する。 

  令和８年４月３日 

 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地 

病院名 名称 住所又は事務所の所在地 

アニー動物病院 有限会社アニー 代表

取締役 森岡 正樹 

津市桜橋三丁目４２７番地 

イズマ動物病院 出馬 昇 津市渋見町５５４番地３８ 

おかはな動物病院 株式会社おかはな動物

病院 代表取締役 松

井 琢磨 

松阪市西肥留町５９番地７ 

かねこ動物病院 金児 伸哉 津市久居新町２１１５番地６ 

河村ペットクリニ

ック 

河村 泰秀 津市栗真町屋町８０９番地２ 

北出動物病院 北出 明人 津市一志町田尻２番地 

こうべ獣医科 山越 健司 津市河辺町２１０番地 

さとう動物病院 佐藤 宏樹 津市三重町津興４３３番地６

０ 

白井犬猫病院 白井 茂雄 津市久居新町７６８番地６ 

白塚口動物病院 西村 和也  津市栗真中山町２６０番地７ 

すぎもと動物病院 株式会社ＤＡＩＬ 代

表取締役 杉本 貫 

津市久居明神町５９９番地４ 

すずか犬猫医療セ

ンター 

株式会社ＥＡＶＥＣ  

代表取締役 堤 隆一 

鈴鹿市稲生三丁目４番１号 

スピカ動物病院 株式会社スピカＡ．Ｈ．

 代表取締役 住吉  

宏文 

津市垂水２７８６番地７ 



髙橋獣医科医院 髙橋 研 津市久居野村町４９４番地１

７ 

千里ヶ丘動物病院 岡田 謙吾 津市河芸町東千里５６番地２ 

津北動物病院 細野 陽介 津市一身田上津部田２０９７

番地１ 

とよさと動物病院 株式会社ＨＥＡＲＶＥ

Ｔ 代表取締役 橋爪 

俊裕 

津市豊が丘三丁目２５番７号 

野口動物病院 野口 猛  松阪市松崎浦町９８番地１ 

はぎの動物病院 有限会社ＨＡＧＩＮＯ 

ＶＥＴＥＲＩＮＡＲＹ 

 代表取締役 萩野 

俊之 

津市久居射場町１２３番地 

ひさい動物クリニ

ック 

東郷 修一 津市久居中町５０番地１ 

南ヶ丘動物病院 奥田 昌広 津市垂水８８７番地７ 

みやペットクリニ

ック 

有限会社ＹＯＮＫ 代

表取締役 宮本 佳典 

津市半田１２０番地４ 

椋本動物病院 柴田 勝弘 津市芸濃町椋本２６６２番地

１ 

ルナ動物病院 株式会社ルナ 代表取

締役 赤塚 宗久 

津市押加部町１１番３号 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

狂犬病予防注射済票の交付手数料 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

  令和６年３月２９日 

４ 委託した日 

  令和８年４月１日 

５ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 



津市告示第８５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年津市告示第１０４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和８年４月３日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

安東町鹿毛自治会 

２ 代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地の変更 

３ 変更年月日 

令和８年３月８日 

４ 変更の理由 

地縁による団体の代表者及び主たる事務所の所在地の変更が、令和８年３

月８日の定期総会において承認されたため。 

 

 



津市告示第８６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づ

き指定公金事務取扱者を指定し、手数料の徴収又は収納に関する事務の一部を

次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

 令和８年４月３日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地 

 ⑴ 名称 

   株式会社カーステージ三重 

 ⑵ 住所又は事務所の所在地 

   津市雲出本郷町２０８６番地２ 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

放置自転車等撤去保管料 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

  令和７年４月２１日 

４ 委託した日 

  令和７年４月２８日 

５ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和８年４月３０日まで 

   



津市告示第８７号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条の規定に基づき撤去し、保管し

ている自転車について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示す

る。 

 令和８年４月７日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日     

河芸町浜田地内 １ 令和７年４月１４日 

河芸町上野地内 ７ 令和７年８月１日 

河芸町杜の街二丁目地内 １ 令和７年８月７日 

河芸町上野地内 １ 令和７年８月１８日 

河芸町浜田地内 １ 令和７年８月２０日 

河芸町杜の街五丁目地内 １ 令和７年１１月２５日 

河芸町久知野地内 １ 令和７年２月２０日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 ３ 令和８年３月２日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和８年３月２日 

久居新町地内 １ 令和８年３月２日 

木造町地内 １ 令和８年３月２日 

一身田平野地内 １ 令和８年３月３日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 ２ 令和８年３月９日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和８年３月１０日 

久居新町地内 １ 令和８年３月１１日 

ポルタひさい公共自転車等駐車場 ９ 令和８年３月１２日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 １ 令和８年３月１３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和８年３月１３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 令和８年３月１８日 

豊津上野駅前公共自転車等駐車場 ４ 令和８年３月１８日 

白塚駅公共自転車等駐車場 ７ 令和８年３月１８日 



久居烏木町地内 １ 令和８年３月２３日 

河芸町中瀬地内 １ 令和８年３月２４日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 令和８年３月２５日 

久居新町地内 １ 令和８年３月２７日 

新町一丁目地内 １ 令和８年３月３０日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 令和８年３月３０日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 ３ 令和８年３月３０日 

 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第８８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年安濃町告示第６号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和８年４月７日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

粟加区自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和８年２月８日の定期総会において選任さ

れ、同年４月１日からから就任することになったため。 



津市告示第８９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１１年美杉村告示第９９号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和８年４月９日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

中津自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和８年３月２８日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 



津市告示第９０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年美杉村告示第９７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和８年４月９日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

戸木自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和８年３月８日の定期総会において改選さ

れたため。 

 

 



津市告示第９１号 
 モーターボート競走法（昭和２６年法律第２４２号）第３条第２号に係る事

務を私人に委託したので、モーターボート競走法施行規則（昭和２６年運輸省

令第５９号）第２条第３項及びモーターボート競走法第３条に基づく私人委託

実施規則（平成２０年津市規則第３７号）第７条の規定により次のとおり告示

する。 
令和８年４月９日 

 
津市長 前 葉 泰 幸 

 
１ 委託事務 
  ボートレースチケットショップ養老における場外及び場間場外発売・払戻

事務 
２ 受託者 
  津市高茶屋小森上野町１３２７番地 
  日本トーター株式会社津事業所 
３ 履行期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 



津市告示第９２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年津市告示第２６１号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和８年４月９日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

江戸橋一丁目北自治会 

２ 代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地の変更 

３ 変更年月日 

令和８年４月１日 

４ 変更の理由 

地縁による団体の代表者及び主たる事務所の所在地の変更が、令和８年３

月２８日の定期総会において承認されたため。 

 

 



津市告示第９３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年津市告示第２９５号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

令和８年４月９日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

産品自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和８年３月２９日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 

 

 



津市告示第９４号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定に基づき、指

定居宅介護支援事業の廃止に係る届出がされたので、同法第８５条第２号の規

定により告示する。 

令和８年４月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  一般社団法人 津共和福祉会 

２ 事業所の名称 

  居宅介護支援事業所 渋見苑 

３ 事業所の所在地 

  津市渋見町４２番地１ 

４ 廃止年月日 

令和８年４月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 



津市告示第９５号 

下記の者の督促状は、住所及び居所が明らかでなく送達することができない

ので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示

送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和８年４月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○ ○○ 令和４年度市民税・県民税督促状第２期、第３

期及び第４期、令和５年度市民税・県民税督促

状第３期及び第４期、令和６年度市民税・県民

税・森林環境税督促状第２期、第３期及び第４

期並びに令和７年度市民税・県民税・森林環境

税督促状第２期、第３期及び第４期 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。 



津市告示第９６号 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定に基づき

指定公金事務取扱者を指定し、駐車料金の徴収の事務を次のとおり委託したの

で、同条が準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第

２項の規定により告示する。 

令和８年４月１３日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務所の所在地 

 ⑴ 名称 

   津駅前都市開発株式会社 

 ⑵ 住所又は事務所の所在地 

   津市羽所町７００番地 

２ 委託した公金事務に係る歳入等 

市営駐車場回数駐車券、アスト駐車場の定期駐車券販売による駐車料金 

３ 指定公金事務取扱者に指定した日 

  令和８年４月１日 

４ 委託日 

  令和８年４月１日 

５ 委託期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 



津市告示第９７号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３６条の規定に基づき、

同法第２７条第１項の確認の辞退があったので、同法第４１条第２号の規定に

より告示する。 

令和８年４月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

 私立保育所 

設置者名称 施設名称 施設所在地 確認辞退年月日 

社会福祉法人自

由学苑福祉会 

久居保育園 津市久居西鷹跡

町３６５番地１

１ 

令和８年３月３

１日 

社会福祉法人洗

心福祉会 

つまちなか保育

園 

津市大門７番１５ 

号 津センターパ

レス４階 

令和８年３月３

１日 

 

 



津市告示第９８号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第４３条の規定に基づき、

同法第２９条第１項の地域型保育給付費の支給に係る施設として確認したので、

同法第５３条第１号の規定により告示する。 

令和８年４月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

私立地域型保育事業（事業所内保育事業） 

設置者名称 施設名称 施設所在地 確認年月日 

独立行政法人国

立病院機構三重

中央医療センタ

ー 

独立行政法人国

立病院機構三重

中央医療センタ

ーひまわり保育

所 

津市久居明神町

２１５８番地５ 

令和８年４月１

日 

 

 



津市告示第９９号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５４条の２第２項の規

定に基づき、同法第３０条の２０第１項の乳児等支援給付費の支給に係る施設

として確認したので、同法第５４条の３により準用する同法５３条第１号の規

定により告示する。 

令和８年４月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

 （一般型） 

設置者名称 施設名称 施設所在地 確認年月日 

津市 津市立香良洲浜っ子

幼児園 

津市香良洲町５

７２２番地 

令和８年４

月１日 

 

（余裕活用型） 

設置者名称 施設名称 施設所在地 確認年月日 

社会福祉法人白

蓮福祉会 

白塚愛児園 津市白塚町５３

３４番地 

令和８年４

月１日 

社会福祉法人鈴

の木会 

片田保育園 津市片田志袋町

３８４番地 

令和８年４

月１日 

社会福祉法人三

重清暉会 

志登茂保育園 津市一身田平野

３６１番地１ 

令和８年４

月１日 

 



津市告示第１００号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、令和元年津市告示第５８号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

令和８年４月１５日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 届出者 

上津台自治会 

２ 代表者の氏名及び住所の変更 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和８年４月４日の定期総会において改選さ

れたため。 

 

 


